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指定難病などに関する支援制度
についてお知らせします

　平成27年 1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」及び「児童福祉法の一部を改正する
法律」が施行されたことに伴い、症例数が少なく原因不明で、治療方法が確立していない疾病を抱える
患者に対する医療費助成の対象が拡大しています。
　今回は、指定難病などに関する支援制度についてお知らせします。

　
医
療
費
助
成
（
県
が
認
定
・
支
給
）

　
「
指
定
難
病
」「
特
定
疾
患
」「
小
児
慢
性
特

定
疾
病
」
の
認
定
を
受
け
る
に
は
、
疾
病
ご
と

に
認
定
基
準
が
あ
り
ま
す
。
主
治
医
と
よ
く
相

談
し
て
か
ら
富
士
保
健
所
へ
申
請
を
お
願
い
し

ま
す
。
な
お
、
症
状
が
一
定
の
基
準
を
満
た
さ

な
い
場
合
、
対
象
疾
病
に
該
当
し
て
い
て
も
認

定
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
疾
病
一
覧
や
、
医
療
費
助
成
の
制
度
及

び
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
富
士
保
健
所
に

問
い
合
わ
せ
る
か
、
県
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
Bhttp:

//w
w

w
.pref.shizuoka.jp/

）を
ご
ら
ん
く
だ
さ

い
。

「
指
定
難
病
」
と
は

　
「
難
病
医
療
法
」
に
基
づ
き
、
国
が
指
定
す
る

3
0
6
疾
病
で
、
指
定
難
病
と
認
定
さ
れ
た
場

合
、
県
か
ら
「
特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
受
給

者
証
」
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

「
特
定
疾
患
」
と
は

　

指
定
難
病
か
ら
外
れ
た
3
疾
患
及
び
県
が
独

自
に
指
定
す
る
3
疾
患
で
、
特
定
疾
患
と
認
定

さ
れ
た
場
合
、
県
か
ら
「
特
定
疾
患
医
療
受
給

者
証
」
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
と
は

　

子
ど
も
の
慢
性
疾
病
の
う
ち
、
国
が
指
定
す

る
7
0
4
疾
病
で
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
と
認

定
さ
れ
た
場
合
、
県
か
ら
「
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
受
給
者
証
」
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
　
富
士
保
健
所

　
●「
指
定
難
病
」「
特
定
疾
患
」に
つ
い
て

　
　
医
療
健
康
課
　
☎（
65
）2
6
5
9

　
●「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
」に
つ
い
て

　
　
福
祉
課
　
☎（
65
）2
6
5
4

対
象
／「
特
定
医
療
費（
指
定
難
病
）受
給
者
証
」

　
「
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
」「
小
児
慢
性
特
定

　

疾
病
医
療
受
給
者
証
」
の
交
付
を
受
け
た
人

支
給
金
額
／

　

一
律
支
給
分

　
　

1
万
円（
受
給
者
証
の
有
効
期
間
内
1
回
）

　

入
院
支
給
分

　

・
1
か
月
の
入
院
日
数
が
15
日
以
上

　
　

月
に
１
万
円

　

・
1
か
月
の
入
院
日
数
が
14
日
以
下

　
　

月
に
5
0
0
0
円

　
療
養
扶
助
費
（
市
が
支
給
）

　

そ
の
ほ
か
、「
難
病
患
者
介
護
家
族
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
事
業
」「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
日
常
生
活
用

具
給
付
事
業
」を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

保
健
医
療
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

患
者
及
び
患
者
家
族
、
賛
助
会
員
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
た
会
で
す
。
難
病
の
患
者
と
、
そ
の

家
族
が
よ
り
よ
い
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
よ
り
支
援
し
て
い

ま
す
。

【
活
動
内
容
】

 

・
電
話
、
面
接
に
よ
る
相
談
（
無
料
）

　

※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　

と
き
／
毎
月
第
1
・
3
水
曜
日　

10
〜
15
時

　
　
　
　

☎（
64
）9
0
4
5

　

と
こ
ろ
／
フ
ィ
ラ
ン
セ
東
館
3
階
福
祉
団
体

　
　

活
動
室

 ・
難
病
患
者
総
合
相
談
会
の
開
催
（
毎
年
6
月

　
に
開
催
。
今
年
度
に
つ
い
て
は
左
記
参
照
）

 

・
会
員
同
士
の
交
流
及
び
他
団
体
と
の
交
流

 

・
医
療
講
演
会
の
開
催
　
な
ど

　
問
い
合
わ
せ

　
　
富
士
市
難
病
団
体
連
絡
協
議
会

　
　
会
長
　
泉
　
清せ

い
順じ

ゅ
ん　
方

　
　
☎
・
5（
61
）8
7
4
9

　
問
い
合
わ
せ
　
保
健
医
療
課

　
　
☎（
55
）2
7
3
9
　
5（
53
）5
5
8
6

　
　

Eho-iryou@div.city.fuji.shizuoka.jp

　
富
士
市
難
病
団
体
連
絡
協
議
会

　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

支�

援
事
業
／
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
障
害
児
通

所
支
援
、
障
害
児
入
所
支
援
、
相
談
支
援
、

　

補
装
具
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業

　
問
い
合
わ
せ
　
障
害
福
祉
課

　
　
☎（
55
）2
7
6
1
　
5（
53
）0
1
5
1

　
　

Efu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp

　

障
害
者
総
合
支
援
法
の
対
象
と
な
る
疾
病
に

該
当
す
る
人
は
、
障
害
者
手
帳
を
取
得
で
き
な

い
場
合
な
ど
で
も
、
必
要
と
認
め
ら
れ
た
支
援

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
対
象
と
な
る
疾
病
及
び
支

援
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
障
害
福
祉
課
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

専
門
の
医
師
と
関
係
機
関
の
職
員
が
、

病
気
の
悩
み
、
生
活
・
介
護
の
相
談
な
ど

に
応
じ
ま
す
。

と
き
／
6
月
12
日（
日
）

　
　
　

13
時
〜
15
時
30
分

と
こ
ろ
／
フ
ィ
ラ
ン
セ

申�

し
込
み
／
当
日
直
接
会
場
へ
（
託
児
あ

り
）

問�

い
合
わ
せ
／
富
士
市
難
病
団
体
連
絡
協

議
会　

秋
山　

方
へ

　

☎
0
9
0-

8
7
3
7-

7
9
5
2

　
難
病
患
者
総
合
相
談
会
を

　
　
　
　
　
　
　
　
開
催
し
ま
す
（
無
料
）
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